
　（総則）

第１条　令和５年度養父市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

　による。

　（収益的支出の補正）

第２条　令和４年度養父市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

　た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　（科　　　目）

　第１款　水道事業費用 1,052,210 千円 △ 3,200 千円 1,049,010 千円

　　第１項　営業費用 846,208 千円 △ 3,200 千円 843,008 千円

　（債務負担行為の追加）

第３条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定

　める。

事　　項
大塚浄水場　膜ろ過設備
タッチパネル更新工事

　　令和５年７月31日提出

養父市長　　広　瀬　　　栄　　　

　　　令和５年度養父市水道事業会計補正予算（第１号）

（既決予定額） （補正予定額） 　（　　計　　）

支　　　　　　出

期　　間 限　度　額

令和６年度 3,200千円

水道 - 1

専決



　支　出 　（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　考

1 水道事業 1,052,210 △ 3,200 1,049,010
費 用 1 営 業 費 用 846,208 △ 3,200 843,008

1 原 水 及 び 浄 水 費 177,106 △ 3,200 173,906

款 項 目

令和５年度養父市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画
　収 益 的 支 出　

水道 - 2



（単位：千円）

期　間 金　額 期　間 金　額
国　庫
補助金

企業債
損益勘定
留保資金

3,200 ― ― 令和６年度 3,200 3,200
大塚浄水場　膜ろ
過設備タッチパネ
ル更新工事

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事　　項 限度額

前年度末までの 当該年度以降の

左の財源内訳支払義務発生 支払義務発生

（ 見 込 ） 額 予 定 額

水道 - 3



(款)　１ 水道事業費用 （単位：千円）

区　分 金　額

1 営 業 費 用 846,208 △ 3,200 843,008

1 原 水 及 び 177,106 △ 3,200 173,906 修 繕 費 △ 3,200 施設修繕

浄 水 費

1,052,210 △ 3,200 1,049,010計

△ 3,200

令和５年度養父市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細

項 目 説　　　　　　　明
節

　収 益 的 支 出 　

既　決
予定額

支　出

補　正
予定額

計

水道 - 4


